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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年５月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年９月１９日 ０８時３０分ごろ 

発生場所 鹿児島県阿久根
あ く ね

市阿久根港西方沖 

 阿久根港倉津
く ら つ

埼灯台から真方位２７３°２.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°００.９′ 東経１３０°０７.８′） 

事故の概要  漁船第二かづ丸は、西進中、また、プレジャーボート技工
ぎ こ う

建
けん

 Part
パ ー ト

Ⅱは、漂泊中、両船が衝突した。 

 技工建 PartⅡは、船長及び同乗者が負傷し、船首部の圧壊等を生

じ、また、第二かづ丸は、船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年１０月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（長

崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第二かづ丸、１２トン 

   ＫＭ２－４０２４（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.９７ｍ（Lr）×３.９０ｍ×１.３９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３８２.５０kＷ、平成５年１１月２７日 

   第２９３－３９１７９号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 技工建 PartⅡ、３.０トン 

   ２９３－３７６３５鹿児島、個人所有 

   ７.０２ｍ（Lr）×２.５７ｍ×１.３７ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、９９.３０kＷ、平成１７年１１月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５６年１０月３０日 

    免許証交付日 平成２７年６月１日 

           （令和２年１２月１３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５８歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日  平成２６年７月４日 

    免許証交付日 平成２６年７月７日 

           （令和元年７月６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 重傷 １人（同乗者）、軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に圧壊、操舵室に破損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人（以下「甲板員Ａ」という。）が乗り組

み、ふぐ
．．

かご漁の目的で、平成３０年９月１９日０３時３０分ごろ阿

久根港西方沖約２Ｍの漁場に向けて熊本県天草
あまくさ

市牛深
うしぶか

漁港須
す

口
ぐち

地区を

出港した。 

 Ａ船は、０５時３０分ごろ漁場に到着し、０７時００分ごろ１組目

の漁具の設置を終えて２組目の漁具の準備を始め、主機を前進と中立

運転に繰り返してゆっくりと南進した。 

船長Ａは、付近でごち
．．

網漁を行っていた地元の漁船２隻（以下「地

元漁船」という。）と無線通信で相談し、漁場の東寄りの場所に移動

して２組目の漁具を設置することとした。 

 Ａ船は、０８時１０分ごろ主機を前進とし、船長Ａが舵輪の後方に

立った姿勢で操縦に当たり、甲板員Ａに前部甲板で漁具の準備を続け

させ、東方に移動していたところ、地元漁船に無線通信で呼ばれて主

機を中立運転とした。 

船長Ａは、地元漁船に２組目の漁具の設置場所を漁場の西寄りに変

更することを要求され、０８時２７分ごろ主機を前進として反転し、

約１３ノットの対地速力で手動操舵により西進した。 

 船長Ａは、付近には地元漁船以外に船舶はいないと思い、ＧＰＳプ

ロッターの画面を見ていたところ、０８時３０分ごろ船体に衝撃を受

け、右舷方に船首部が圧壊しているＢ船を認め、Ｂ船と衝突したこと

を知り、主機を中立運転とした。 

 船長Ａは、甲板員Ａ及びＢ船乗員の負傷の有無を確認した後、Ａ船

とＢ船を係留索でつなごうとしていたところ、付近を通りかかった漁

業取締船に事情を聞かれ、海上保安庁への本事故発生の通報を依頼し

た。 

 Ａ船は、その後、来援した海上保安庁の巡視艇に先導され、Ｂ船と

共に阿久根港に入港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人１人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、釣りの目的で、０７時００分ごろ阿久根港西方沖約２

Ｍの釣り場に向けて鹿児島県出水
い ず み

市野口
の ぐ ち

漁港を出港した。 

 Ｂ船は、０８時００分ごろ釣り場に到着し、主機を停止して船首を

南西方に向けて漂泊を始め、船長Ｂが操舵室左舷側の通路で、同乗者

が後部甲板左舷側で共に左舷方を向き、立って釣りを行っていたとこ

ろ、船長Ｂが、左舷方の離れた場所に発停を繰り返すＡ船を視認し、

漂泊を続けた。 
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 船長Ｂは、その後、Ａ船がＢ船に船首を向けた状態となったことを

認めたが、それまで発停を繰り返していたＡ船が漂泊中のＢ船に既に

気付いていて再び停止すると思い、時折Ａ船の状況を見ながら釣りを

続けた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、後部甲板に移動してクーラーボックスから取り

出したお茶を飲んでいたところ、Ａ船が左舷船尾方２００ｍ付近に移

動してＢ船に向かって来ていることに気付き、Ａ船の船首部に人が見

えたので大きく手を振りながら叫んだものの、Ａ船の船首部とＢ船の

左舷船首部とが衝突した。 

 船長Ｂは、衝突の衝撃で落水したが、自力でＢ船に上り、所持して

いた携帯電話が海水に浸かって使えず、間もなく付近を通りかかった

漁業取締船に海上保安庁への本事故発生の通報を依頼した。 

 Ｂ船は、その後、来援した海上保安庁の巡視艇に先導され、Ａ船と

共に自力航行で阿久根港に入港した。 

 船長Ｂ及び同乗者は、救急車で阿久根市内の医療センターに搬送さ

れ、船長Ｂが左母指外傷性異物、同乗者が左肋骨
ろっこつ

多発骨折と診断され

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参

照） 

 その他の事項  船長Ａは、ＧＰＳプロッターに記憶させた根掛かりのあった場所を

表示し、同場所を避けて２組目の漁具を設置しようと、ＧＰＳプロッ

ターの画面に注目していた。 

 船長Ａは、操業を始めた後、衝突するまで、Ｂ船の存在に気付いて

おらず、付近には南北にそれぞれＡ船から約２Ｍ離れた場所にいた地

元漁船以外に船舶はいないと思っていた。 

 甲板員Ａは、前部甲板で作業を行う際、固型式救命胴衣を着用して

いた。 

 船長Ｂは、緊張感を持って見張りを行い、思い込みで他船の動きを

判断せず、回避行動をとればよかったと本事故後に思った。 

 船長Ｂ及び同乗者は、いずれも膨張式救命胴衣を着用していた。 

 Ｂ船は笛を備えていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、阿久根港西方沖において、漁場を西進中、船長Ａが、付近

には地元漁船以外に船舶はいないと思い、ＧＰＳプロッターの画面を

見ることに意識を向け、船首方の見張りを行わずに航行を続けたこと

から、前路で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えら

れる。 
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 Ｂ船は、阿久根港西方沖において漂泊中、船長Ｂが、Ａ船がＢ船に

船首を向けた状態となったことを認めた際、それまで発停を繰り返し

ていたＡ船が漂泊中のＢ船に既に気付いていて再び停止すると思い、

見張りを適切に行わずに漂泊を続けたことから、Ａ船がＢ船に向かっ

て接近し続けていることに気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

原因  本事故は、阿久根港西方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が漂泊

中、船長Ａが、付近には地元漁船以外に船舶はいないと思い、ＧＰＳ

プロッターの画面を見ることに意識を向け、船首方の見張りを行わず

に航行を続け、また、船長Ｂが、それまで発停を繰り返していたＡ船

が漂泊中のＢ船に既に気付いていて再び停止すると思い、見張りを適

切に行わずに漂泊を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、航海計器の画面を見ることなど一つのことに意識を集

中することなく、常時適切な見張りを行うこと。 

 ・漂泊中であっても、自船の近くに他船を認めた際は、航行中の他

船が避けてくれると思い込まず、適切な見張りを行い、必要に応

じて衝突を避けるための措置を講じること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 

 

 

 

 


